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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS C 9730-1:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 9730 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第 2-2 部：感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第 2-3 部：蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第 2-4 部：密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第 2-5 部：自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第 2-6 部：機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第 2-7 部：タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第 2-8 部：電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第 2-9 部：温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第 2-10 部：モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第 2-11 部：エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第 2-12 部：電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第 2-13 部：湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第 2-14 部：電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第 2-15 部：自動電気式の空気流量，水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第 2-17 部：機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第 2-19 部：機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

 

  



 

C 9730-1：2019 目次 

（4） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

 

白   紙 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格          JIS 
 C 9730-1：2019 
 

自動電気制御装置－第 1 部：一般要求事項 

Automatic electrical controls-Part 1: General requirements 

 
序文 

この規格は，2013 年に第 5 版として発行された IEC 60730-1 及び Amendment 1:2015 を基とし，我が国

の配電事情を考慮し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲及び引用規格 

1.1 適用範囲 

この規格は，家庭用及びこれに類する用途の機器の中若しくはその表面，又はそれと共に用いる自動電

気制御装置に適用する。この機器は，電気，ガス，油，固形燃料，太陽熱エネルギーなど，又はそれらの

組合せを制御してもよい。 

注記 1 この規格を通して，“機器”という用語は，“器具及び機器”を意味する。 

例 1 例えば，JIS C 9335 の規格群の適用範囲に含まれる機器に使用する制御装置をいう。 

ISO 16484 規格群の適用範囲に含まれるビルの自動制御に用いる制御装置も，この規格の適用範囲であ

る。 

商業用及び産業用であって，店舗，事務所，病院及び農場において，一般人が用いる機器のための自動

電気制御装置も，この規格の適用範囲である。 

例 2 例えば，業務用の厨房器，暖房機及び空調機器の制御装置をいう。 

この規格は，制御システムに組み込んで使用する個別制御装置，又は非電気的出力をもつ多機能制御装

置と機械的に一体となっている制御装置にも適用する。 

例 3 例えば，独立して設置する水弁，並びにスマートグリッド内に組み込んだ制御装置，及び ISO 

16484-2 の適用範囲に含まれるビルの自動システム用の制御装置をいう。 

JIS C 9335 機器の制御装置として使用するリレーの安全性及び動作値に関する追加の要求事項は，附属

書 U による。 

注記 2 これらの要求事項は，JIS C 4540-1 の適用範囲で参照されている。 

注記 3 この規格は，JIS C 9335 機器の制御装置として使用するリレー単独の試験にも適用すること

を意図している。ただし，その他の独立したリレー又は IEC 61810 の規格群と置き換えるリ

レーに適用することは意図していない。 

この規格は，工業用の工程用自動電気制御装置には適用しない。ただし，JIS C 9730 の規格群，又は製

品規格の適用範囲の機器に使用する制御装置に，適用する。 

この規格は，一次電池又は二次電池によって動作する制御装置にも適用する。これらの要求事項は，附


